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静岡市は、南北83.1kmに渡る広大な面積を有しますが、市街地の面積
は20％程度に過ぎず、残りの80％は豊かな自然が残る山間の地域です。
この豊かな自然環境は、清流や良質な農作物、木材を産み出すとともに
治山治水の面からも都市の生活基盤を支えています。
本市では、この地域に愛着をもっていただけるよう、愛称として奥静岡=
「オクシズ」と呼んでいます。

本ロゴマークは、オクシズのブランドイメージを確立し、その魅力や価値
をより効果的かつ一体感を持って発信するために制作されました。

とは？

エリア

■ロゴマーク作成の目的

本ガイドラインは、ロゴマークの価値を守り、統一されたブランドイメージ
を構築するために策定しました。
正しい使用基準を遵守いただくことで、ロゴの持つ意味や信頼性を損な
うことなく、長期的かつ効果的な活用を推進します。

■ロゴ利用ガイドライン作成の目的
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オクシズロゴマーク
■単色ロゴ ■ロゴ（縦:単色）

■組み合わせロゴ
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原則、目的※に沿っていればどなたでも無償で利用可能ですが、ビジネス利用など用途によっては申請が必要です。

ロゴ利用のルール

- 個人的に楽しむ場合（例：年賀状、スマホの待ち受けなど）
- 国、地方自治体、その他公共的団体が事業で使う場合
- 教育機関で授業の過程として使う場合
- 報道、研究等の目的のために使う場合

■申請が「不要」

1. 市の信用又は品位を損なうおそれがあると認めるとき
2. 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき
3. 政治的活動又は宗教的活動に利用されるおそれがあると認めるとき
4. ロゴマークの使用により誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認めるとき
5. そのほか、静岡市長が不適当であると認めるとき

■利用ができないケース オクシズロゴマークの利用に関する事務取扱要領 第５条

※オクシズロゴマークの利用に関する事務取扱要領 第２条

民間企業や個人がビジネスで利用する場合（例 : 商品の販売、パンフレットの挿絵など）
→申請が必要な場合でも無償で利用可能です

■申請が「必要」 利用申請については、P4ご参照ください
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利用申請について

- オクシズロゴマーク利用申請書 （様式第１号）
- 団体概要が分かる書類（会社概要など）
- 企画等、商品の内容や販売方法が確認できる書類（企画書など）

■申請に必要な書類

■利用申請フロー

申 請

報 告

販 売・頒 布

原則、生産の２週間前までに申請

生 産
オクシズロゴマーク利用に関する事務取扱要領
第６条の遵守事項をご確認のうえ、ご使用ください

審 査

確 認

１～２週間程度

承 認

申請書類の提出

報告書の提出
※販売又は頒布前に報告

承認通知書
データ提供

申請者 中山間地振興課

申請書類各種はこちら
https://www.city.shizuoka.lg.jp/s8937/okushizuoka/s000053.html

※利用申請の前に、まずはお問い合わせください。
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ロゴカラーについて

規定の色はありませんが「オクシズ」イメージに沿った単色で使用してください。

■単色ロゴ

下記のロゴは提供データを改変せずにそのまま使用してください。

■組み合わせロゴ

推奨カラー A

C85  M40  Y87  K0
R9  G128  B77
#09804d

推奨カラー B

C30  M70  Y95  K70
R84  G37  B18
#542400

モノクロ ホワイト
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ロゴ周囲の「アイソレーションエリア」には文字や図形を配置しないでください。

アイソレーションエリア
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ロゴのイメージを正しく保つため、以下のような使用は禁止されています。

禁止事項

×商品名・企業名との掛け合わせ ×装飾の追加×縦横比の変更

×文字間隔の変更×斜体などの変形×ロゴの反転

×視認性が悪い表示 ×類似書体の使用 ×影やグラデーションなどの効果
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利用申請の前に、まずは下記へご相談ください。

利用については、「オクシズロゴマーク利用に関する事務取扱要領」による利用申請手続きが必要です。
利用をご希望の方は要領を一読のうえ、当利用ガイドや遵守事項を守り、使用するようにしてください。
利用内容を変更する場合や利用を中止する場合も申請手続きが必要となりますので、ご注意ください。

お問い合わせ

静岡市環境局中山間地振興課

住　所
電　話
Mail

〒421-1212 静岡市葵区千代 538-11
054-294-8805
chuusankanchi@city.shizuoka.lg.jp
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